
資料4－（3）  

○バイオテクノロゾー応用食品（日本）  

○抗菌剤耐性（韓国）  

○急速冷凍食品加工取扱（タイ）  

○アジア  

○アフリカ  

○ヨーロッパ  

○ラテンアメリかカげ海  

○近東  

○北アメリカ・南西太平洋  

○乳・乳製品（ニューゾーランド）  

○加工果実・野菜（米国）  

○魚類・水産製品（ルウェー）  

○油脂（マレーシア）  

○生鮮果実・野菜（メキシコ）  

○ナチュラル・ミネラル・ウオづ－（スイス）  

○一般原則（フランス）  

○食品添加物（中国）  

○汚染物質（オランダ）  

○食品衛生（米国）  

○食品表示（カナダ）  

○分析・サげりげ法（ハンガリー）  

○残留農薬（中国）  

○食品残留動物用医薬品（米国）  

○食品輸出入検査・認証制度（豪州）  

○栄養・特殊用途食品（ドイツ）  

●糖類（英国）  

●穀物・豆類（米国）  

●植物タンパク質（カナダ）  

●ココア製品・チョコレート（スイス）  

●食肉衛生（ニューゾづげ）  

注）1．●印の部会は、休会中。  

2．（）内の国は、ホスト国名。   

3．執行委員会は、議長、3副議長、6地域調整国（アフリカ、アゾア、ラテンアメリかカげ、欧州、近東、北米・南西太平洋）及び7地域代表（アフリカ、アゾ  

ア、ラテンアメリかカげ、欧州、近東、北米、南西太平洋）で構成。  

第30回総会（2007年）において、我が国がアジア地域代表として選出された。  

4．下線部は、第30回総会で決定された事項。   



資料4－（4）  

第30回コーデックス総会以降1年間のコーデックス会合及び連絡協議会開催予定案  

会議名  開催時期  

第30回総会  7月2日（月）～7月7日（土〉   

2007年8月22日（水）  

9月3日（月）～9月7日（金）  

9月24日（月）～9月28日（金）   

2007年10月10日（水）   

10月23日（火）～10月26日（金）   

10月30日（火）～11月4日（日）   

11月12日（月）～11月16日（金）   

11月26日（月）～11月30日（金）   

12月4日（火）～12月7日（金）   

2008年1月中旬   

（CAC）  

第29回連絡協議会  

第17回食品残留動物用医薬品部会  （CCRVDF）  

第7回バイオテクノロジー応用食品特別部会（TFFBT）   

第30回連絡協議会  

第l回抗生剤耐性に関する特別部会  （TFAR）  

第39回食品衛生部会  （CCFH）  

第29回栄養・特殊用途食品部会  （CCNFSDU）  

第16回食品輸出入検査・認証制度部会 （CCF）CS）  

第60回執行委員会  （CCEXEC）  

第31回連絡協議会  

第8回乳・乳製品部会  2月4日（月）～2月8日（金）  

2月11日（月）～2月15日（金）  

2月18日（月）～2月23日（土）  

2月25日（月）～2月29日（金）   

2008年3月上旬  

3月10日（月）～3月14日（金）   

2008年3月下旬  

3月31日（月）～4月4日（金）  

4月14日（月）～4月19日（土）  

4月21日（月）～4月25日（金）  

4月28日（月）～5月2日（金）  

5月5日（月）～5月9日（金）   

2008年6月上旬  

6月25日（水）～6月28日（土）  

6月30日（月）～7月5日（土）   

（CCMMP）   

第8回ナチュラルミネラルウオーター部会 （CCNMW）  

第29回魚類一水産製品部会  （CCFFP）  

第1回急速冷凍食品に関する特別部会  （TFPHQFF）   

第32回連絡協議会  

第29回分析・サンプリング法部会  （CCMAS）  

第33回連絡協議会  

第2回汚染物質部会  

第40回残留農薬部会  

第40回食品添加物部会  

第36回食品表示部会  

第14回生鮮果実・野菜部会   

第34回連絡協議会  

第61回執行委員会  

第31回総会  

（CCCF）  

（CCPR）  

（CCFA）  

（CCFL）  

（CCFFV）  

（CCEXEC）  

（CAC）  



三ト；・＋  

コーデックス委員会とその他の国際政府間組織との関係（議題14a）（第30回総会報告書からの抜粋）（仮訳）  

コーデックスと国際獣疫事務局（0IE）との関係  〟‘イIJJん州毎JIl・‘′川rlJ血r〟仙J仙・川ンJ′んノーJ仰川血一／ん′Jりi′′・・l′血…／JJ川仙（〃Jり   

210．第28回総会において、コーデックスと0IEとの協力に関す  
る第55回執行委員会の勧告を承認したこと、及びこの勧告に従った  

コーデックスと0IEとの協力に関する取決めの効果を第30回総会  

において検証し、「国際政府間組織との協力に関するガイドライン」  

のパラグラフ13に記載された規定も考慮に入れ、更なる取決めが必  

要であるか又は望ましいかを検討すべきであることを総会は確認し  

た。  

210．TheCommissionwasremiIldedthatatits28thScssionithadendorsed  
therecommendationsofthc55thSessionoftheExecutiveCommitteerelated  
to the collaboration between Codex and OIE and thatthe ef托ctiveness oF  

coopcrativearrangemcntsbetweenCodexandOIEinaccordancewiththe  
rccommcndations should be reviewed by the 30th Session of the  
Commissionwithaviewtoconsideringiffurtherarrangementswouldbe  
necessaryordesirable，includingthoseprovisionsmcntionedinparagraph13  
0rtl－C G〟∫壷J血ゼ∫0〃Co叩erα′わ′7W肋血er〃α血〝〟J血Je曙0Ver〃椚e′7ねJ  

0曙α〃た〟Jわ〃∫  

211．0IEの代表は、提出した書面を参照し、以下の二つの主な点  

に総会の注意を向けた。①0IEとコーデックスとの協力の枠組み、  

②トレーサビリティに関する0IEとコーデックス規格及び国レベル  

での当該規格の実施を対象とした国際会議の計画。  

211．TheObserverfromOIE，refbmngtothewritlensubmission，drewthe  
attentioIlOf the Commission to two main points：theframework n）r  
cooperationbetweenOIEandCodex，andtheorganisationofanintemational  
ConfbrenceaddressingbothOIEandCodexstandardsontraceabilityand  
thcirimplementationatthenational  1cvel．  

212．0IE とコーデックスの協力に関する現行の枠組みに関し、  

0IEの代表は、0IEは、基準設定作業の調和を進めるため、2001  
年以来コーデックス、FAO及びWHOとの協議に参画していると説  
明した。当代表は、0IEとコーデックスとの協力は、情報交換及び  

各々の国際規格の間で相互に参照することにより、近年好ましい成  

果を上げていることを強調した。さらに、食肉検査及び動物／製品  

識別に関して二つの組織が作成した文書が、規格策定における協力  

の良い例である、また、さらに改善の余地があると述べた。   

212・Withregardtothecurrent丘amcworkfbrcooperationbetweenOIEand  

Codex，he explained tl－at OIE had beeninvoIvedin consultations with  

Codex，FAO and WT－IO since 2001with a view toimprovlng the  
coordination of standards settlng aCtivities．lrle highlighted that the  
cooperationbetweenOIEandCodexhadproduccdovertl－ePreSentyearS  
positiveresultsthroughtheexchangeofinfbrmationandthecrossreftrenclng  
between the respectiveintemationalstandards・Heindicated that good  
examplesofcollaborationinthedevelopmentofstandardsincludedtexts  
produced by the two organizations regarding meat inspection and 
al－imal／productidentincation and that there was stilIroom fbr fhrther  

improvemcnt・  



213. The Observer stated that it would be appropriate to formalize the 
relationshipbetweenOIEandCodexbystrengtheningthelegalbasisforthe  
PrOduction ofintemationalstandards，including the development ofjoint  
OIE－Codexstandards，Whereappropriate．HeencouragedtheCommissionto  
recommendthatOIE，FAOandWHOlegalservicesworktogetherwith  
Viewtoeventuallyupdatingtheirexistingmutualcooperationagreementsto  
enabletheestablishmentofaformalagreementbetweenOIEandCodex．  

213．0IEの代表は、適当な場合には0IEとコーデックスの合同規  

格の作成も対象とした、国際規格の策定のための法的根拠を強化す  
ることにより、0IEとコーデックスとの関係を正式なものにするこ  

とが適切であると述べた。さらに、0IEとコーデックスとの間の正  

式な協定の設置を可能とするため、既存の相互協力のための協定を  

最終的には更新することを目的とし、0IE、mO及びWHOの法律  

担当が協力するよう、総会が勧告することを要請した。  

214．Onthe secondpoint，the ObserverinR）rmedthe Commission ofthe  

OIE’splantoholdaninternationalConfbrencein2009inArgentinaonthe  

implementationofOIE standardsonident摘cationandtraceabilityoflive  
animals．HeinvitedtheCommissiontoconsiderbroadeningthescopeofthe  
ConfbrencebyincludingCodexstandardsthuscoverlngtheentirefoodchain  
andinvitedFAOandWHOtoworktogetherwithOIEtoorganisetheevent．  

214．二つ目の点について、0IEの代表は、2009年にアルゼンチン  

で、動物の識別及びトレーサビリティに関する0IE規格の実施につ  

いての国際会議を計画している旨総会に報告した。当代表は、コー  

デックス規格を加え、全てのフードチェーンを対象とすることによ  

り、会議の対象を拡大することを検討するよう総会に求めた。さら  

に、mO及びWHOに対し、0柑と協力してこのイベントを計画す  

ることを求めた。  

215．mOの法律顧問代表は、mO及びWHO法律部局の共通意見と  
して、コーデックスは、機能的には独立しているが、親機関であるmO  

及びWHOの下に制定された組織であり、外部機関との関係に関して  
は、親機関を通してのみ行動できると述べた。当代表は、コーデックス  
は、協定を締結したり、独自の権利において協定や契約上の取決めの直  
接の当事者になる法的能力は持たない、また、コーデックスに関するい  

かなる協定も、必要性が生じれば、fAO及びWHO（一方の当事者）  
と 0IE（他方の当事者）との間で締結される必要があると総会に通知  

した。さらに、0IEは現在R互0とW拉0の両者と協定を結んでおり、  

この協定は、広範囲な協力を実施することのできる幅広い枠組みを提供  

していると述べた。彼は、国連システムの機関としてのfAO及びWHO  

の位置づけに十分な考慮を払った上で、特別な取扱いをするのに相応し  

い全ての実質的な事項を確認し、コーデックスと0IEとの間の協力を  
実質的に妨げる問題を明確にする必要があると述べた。   

215．The Representative ofthe LegalCounselof FAO，in presenting the  
COmmOnViewoftheLegalOⅢcesofFAOandWHO，StatedthatCodex，despite  

itsfunctionalautonomy，WaSaStatutOrybodyoftheparentorganizationsFAO  
and WHO and could only actthroughits parent organizations as regardits  
relationswithexternalorganizations．HeinfbrmedtheCommissionthatCodex  
hadnolegalcapacitytoconcludeagreementsandtobe，initsownright，directly  
apartytoanyagreementoranycontractualarrangementandthatanyagreement  
COnCemingCodex，iftheneedwouldarise，WOuldnecessarilybetweenFAOand  
WHO，Ontheonehand，andOIE，Ontheotherhand．TheRepresentativefurther  
StatedthatOIEwascurrentlyapartytoagreementswithbothFAOandWHO  
andthatthese agreements provided abroad frameWOrk underwhich awide  
rangeofcooperationactivitiescouldbecarriedout．Heindicatedtheneedto  
identifyallpracticalissues that deservd specialand specinc treatment and  
ClearlyidentifyproblemsthathinderedpracticalcollaborationbetweenCodex  
andOIE，WithdueconsiderationbeingpaidtothestatusofFAOandWHOas  
OrganizationsoftheUnitedNationsSystem．  

2  



216．多くの代表団は、コーデックスと0IEの間の協力を強化する  

ことに対し支持を表明した。以下の見解が示された。   

① フードチェーン全体において食品安全に対する調和した取組  

みが確保されるように、コーデックスと 0IEの文書の間でよ  

り一層の整合性を図る必要がある。  

②食品安全を増進するため、獣医と公衆衛生部門の間での協力の  

強化が必要である。   

③ 既存の0IEとmO／WHOの間の相互協定は、コーデックスと  

0IEのより系統的な協力を促進するため改訂する必要がある。   

④トレーサビリテイ、サルモネラ症、認証、抗菌剤耐性といった  

コーデックスと0IEで共通に関心のある多くの分野が存在す  

る。  

⑤ コーデックスと0IEの意思決定過程や規格において、より統  

一性を確保する必要がある。  

⑥ コーデックスと0柑との協力は、国レベル・地域レベルにお  

いても強化される必要がある。  

⑦「国際政府間機関との協力に関するガイドライン」が、コーデ  

ックスと0IEとの良好な協力を確保するのに十分な指針を提  

供しており、既存の協力のための取決めを見直す必要はない。  

216．Manydelegationsexpressedtheirsupportfbrfurtherstrengtheningthe  
COllaborationbetweenCodexandOIE．Viewsexprcssedincluded：thatthere  
WereaneCdR）rmOreCOnSistencybetweenCodexandOIEtextsinorderto  
ensureacoordinatedapproachtofbodsafbtYthroughoutthefbodchain；that  
COllaboration betwcen veterinary and public health services needed to be  
StrengthenedtoenhanceLbodsafbty；thatbiZateralagreementsbctwcenOIE  
and FAO／WHO currentlyln place needed to be modified to fbstermore  
SyStCmatic coIJaboratiorlbetween Codex and OIE；that there weTe many  
areas of commoninterest fbr Codcx and OIEincluding traceability，  
Salmone1losis，Certincation，antimicrobialresistance；thatthcrewasaneedto  

ensure more consistencyin the dccision－makiI－g prOCeSS and standards  

betwccnCodcxandOIE；thatcollaborationbetweenCodexandOIEnceded  
tobestrengthcnedalsoatnationalandregionallevel；andthattheGuidelines  
〃〃 Cor甲ビr〟／わ〃 W油 血／ピ川αJわ〃αJ血ピ曙0Ve′〃椚e〃ね／OJ官〟〝加Jわ那  

PrOVided adequate guidance to cnsure good collaboration bctweellCodex  
and OIE and there was no need to review thc current arrangements丘）r  
COOperation．  

217．FAOの法律顧問代表の発言に対し、0IEの代表は、WHOと  
0IEとの協定においてコーデックスに明確に言及していないことが  

コーデックスと0柑との協力の強化のために考慮されるべき問題の  
一つであると述べた。  

217・rnreSpOnSCtOthcstatementmadebytheRepresentativcoftheLegal  
CounselofFAO，theObserver什omOIEindicatedthelackoFa speCific  

reLbrencetoCodexinthcWHO－OIEAgreemcntasoneoftheproblemstobe  
addressedtonlrthcrstrengthenthccollaborationbetweenCodexandOIE．  

21臥 総会は、議論の最後に、コーデックスと0柑の間で相当程度  

の協力が進められていることに留意するとともに、重要な事項に関  

しこの協力を強化する必要性を認識した。   

218，Thc Commission concludedits discussion by noting the ongolng  
SubstantialcooperationbetweenCodexandOIEandrecognisedtheneedto  
fhrtherstrengthenthiscollaborationonsubstantivematters．  

3  



総会は、FAO及びWⅥ0が、必要であれば、0IEと結んでい  219．The Commission recommended that FAO and WHO study the  
possibilityofreviewingorupdatingFAOandWHOAgreementswithOIE，  
asmightberequired．ItalsorcquestedtheCodexSecretariattoidentify，in  

cooperation with the LegalOmces ofFAO and WHO，any PraCtical  
problemsaffbctingthecooperationbetweenCodexandOIEthatmightneed  
tobeaddressedinapragmaticmanner，andtakingintoaccountallrelevant  
circumstances．  

219．   

るfAO及びWHOの協定を見直すあるいは更新する可能性を検討す  
ることを勧告した。さらに、総会はコーデックス事務局に対して、  

mo及びWHOの法律部局と協力し、全ての関連する事項も考慮に  
入れ、現実的な方法で対処する必要があると思われる、コーデック  

スと0IEの間の協力に影響を与える実質的な問題を確認するよう要  

請した。  

也 中の01E会議については、  220．トレーサビリティに関する  220．With regard to the planned OIE Confbrence on traceability，the  

Commissionnotedthatsucheventcouldbestbeorganisedincollaboration  
with FAO and WHO．It was also noted that the experts having Codex  
backgroundcouldusefu11yparticipateintheplannedConfbrencetokeep  
infbrmedtheCommissionanditssubsidiarybodiesonrelevantdevelopment  
inordertofacilitatetheparticipationofthoseinterestedatthisimportant  
event．  

mo及びWHOと協力して計画するのが最善であると、総会は留意  
した。また、この重要なイベントへの関心のある者の参加を促進す  

るため、コーデックスに関する経験や知見を持つ専門家が計画中の  

会議に参画し、関連する情報を総会及び下部機関に提供することが  

有益であると総会は留意した。  

4   



資料5－（1）  

EAO／WHO合同食品規格計画  

第17回食品残留動物用医薬品部会  

日時   2007年9月3日（月）～9月7日（金）  

場所   プレッケンリッジ，コロラド（アメリカ）  

仮議題  

1．   議題の採択   

2．   コーデックス総会及びその他の部会・特別部会からの付託事項   

3．   mO／WHOからの関心事項   

（a）   第66回mO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECEA）からの報告   

4．   「動物用医薬品の登録に係る技術的要件の調和に関する国際協力」  

（ⅤICH）を含む0IEの活動報告   

5．   動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）の検討   

（a）   動物用医薬品のMRL案（ステップ7）  

・フルメキンのブラックタイガー及びえび類への登録された使用に閲す  

る情報に基づくMRLの検討   

（b）   動物用医薬品のMRL案（ステップ6）   

（c）   動物用医薬品のMRL原案（ステップ4）   

（d）   動物用医薬品のMRL原案（ステップ3）   

6．   食料生産動物への動物用医薬品の使用と関連して各国において食品安全  

を保証するための規制プログラムを設計・実施するためのガイドライン  

7．   食品中の残留動物用医薬品の分析法  

・分析・サンプリング法に関する特別作業部会の報告   

8．   評価又は再評価を必要とする動物用医薬品の優先順位リスト  

・優先順位に関する特別作業部会の報告   

9．   一日許容摂取量（ADI）及びMRLが設定されていない動物用医薬品の  

残留に関する物理的作業部会の報告   

10．  CCRVDFで検討すべきリスク管理事項及びリスク管理の選択肢に閲す  

る討議資料   

11．  その他の事項及び今後の作業   

12．  次回会合の日程及び開催地   

13．  報告書の採択   

※標記会合に先立ち、2007年9月2日（日）に「優先順位に関する特別作業部  

会」及び「分析・サンプリング法に関する特別作業部会」が開催される予定。   



資料5－（2）  

第17回食品残留動物用医薬品部会（CCRVDF）の主な検討議題  

日時：2007年9月3日（月）～9月7日（金）  

場所：ブリッケンリッジ（米国）  

主要議題の検討内容  

議題5．動物用医薬品の最大残留基準値（MRL）の検討（ステップ7及び4）  

○フルメキン（Flumequine）   

前回部会で、ブラックタイガー（BlackTigerShrimp）についてはステップ7、  

その他のエビ類（OtherShrimp）についてはステップ4で保留し、フルメキンの  

使用状況等について各国に情報を求め、使用状況が確認されない場合はエビに  

係る検討を取りやめることとされた。我が国においては、エビに対する動物用  

医薬品としての薬事法上の承認はなく、食品衛生法においてもエビについての  

個別のMR⊥が設定されていないため、他国においての使用状況が確認されな  

い場合にあっては、エビに係る検討を取りやめる立場で対処したい。なお、使  

用状況が確認された場合には、適正な使用条件を踏まえてMRLを設定するよ  

う対処したい。  

○ラクトバミン（Ractopamine）   

前回部会で、第62回FAO／WHO合同食品添加物専門家会議（JECFA）から  

示された牛等におけるMR⊥をステップ5に進めることに合意したが、ステッ  

プ5／8に進めることは合意されなかった。我が国ではJECFAの評価も配慮しつ  

つ、既に食品安全委員会において一日許容摂取量（ADI）の評価・設定がなさ  

れ、それを受けてMRLも設定されていることから、JECFAの勧告に基づく原  

案（国内MR⊥と同じ値）を支持する立場で対処したい。  

議題6．食料生産動物における動物用医薬品の使用に関連して各国が食品安  

全保証プログラムを設計・実施するためのガイドライン案（ステップ7）   

ニュージL－ランド主導で作成されている本ガイドラインは、食品生産段階に  

おける動物用医薬品の管理及び分析法に関するものであり、前回部会において、  

食品生産段階における衛生管理と動物用医薬品の分析法の別個のガイドライン  

を統一化することとし、標記ガイドライン名に改名・統合されている。   

内容については、前回部会より手続きマニュアルとの整合性、内容の明確化  

等の作業を進めてきたものであり、リスク分析の原則を取り入れ、魚や養蜂等  

を含む食品供給目的に飼養される動物に適用できる汎用性のある規定であるこ  

と、また、食品中の残留動物薬の管理は、生産段階における適正使用が重要で   



あるとする点については、基本的に原案を了承するものである。また、主要な  

点については①～③であり、それぞれ以下の立場で対処したい。   

①動物用医薬品の使用段階における規制体制   

動物用医薬品の販売及び使用に対する法的な規制、動物用医薬品の承認体   

制の確立、使用にあたって注意を要する動物用医薬品に関する付加的な管理   

措置等に関する提案については、既に我が国で実施しているところであり、   

消費者保護の観点から支持する立場で対処したい。   

②農場段階における推奨   

生産者が食料生産動物を対象として承認された動物用医薬品のみを使用す   

ること、動物用医薬品が投与された動物について治療等の記録をして適切に   

管理を行うことに関する提案については、既に我が国で原則的に実施してい   

るところであり、消費者保護の観点から支持する立場で対処したい。   

③動物、畜産物及び動物由来食品の動物用医薬品残留の管理のためのサンプ   

リング   

サンプリング手法については、既に残留農薬に関するガイドラインが策定   

されているところであり、効率的なモニタリングを実施する上では統一した  

手法で実施することが望ましいことから、本案において提案されている手法   

と上記ガイドラインとの間で相違がある点については、科学的に検討した上  

で、より妥当性のある手法を採用するよう対処したい。  

議題10．CCmf－で検討すべきリスク管理事項及びリスク管理の選択肢に関   

する討議資料   

前回部会は、リスク管理の選択肢に関連する更なる検討の必要性を認め、フ  

ランスを座長とする電子作業部会（EWG）の設置を承認した。   

今回の部会では、EWGが作成した討議資料に対し各国から提出されたコメ  

ントを踏まえた検討が行われる。以下の主要な論点について、消費者保護の観  

点と動物用医薬品の現実的な使用を反映して科学的に基準値を設定するべきと  

の立場で対処したい。   

① 毒性学的に問題があるとされている薬剤の取り扱い   

② TMDI（理論最大1日摂取量）の代わりにより現実的な摂取量としてEDI   

（推定1日摂取量）の採用、暴露評価に使用する食品摂取量   

③ ADIの100％をMR⊥の設定に使用すること   

④ 注射部位の残留量の評価及び管理並びに急性参照用量（AR血）の適用   

⑤ MRL設定に関するALARA（無理なく到達可能な範囲でできる限り低く  

設定する原則）の採用   

⑥ 乳中残留による乳製品製造への影響の考慮  
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資料6－（1）  

FAO／WHO合同食品規格計画  

第7回バイオテクノロジー応用食品特別部会  

日時   2007年9月24日（月）～9月28日（金）  

場所   千葉（日本）  

仮 議 題  

1．  議題の採択   

2．   コーデックス総会及びその他の部会からの付託事項   

3．  バイオテクノロジー応用食品に関する国際政府間機関の作業の概説  

組換えDNA動物由来食品の安全性評価に関するFAO／ⅥIO専門家会合の報  

告の概要   

4．  組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン原案  

（ステップ4）   

5．  組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン付属文  

書原案‥栄養又は健康に資する組換えDNA植物由来食品の安全性評価（ス  

テップ4）   

6．  組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン付属文  

書原案：微量に存在する組換えDNA植物の安全性評価（ステップ4）   

7．  その他の事項及び今後の作業   

8．  次回会合の日程及び開催地   

9．  報告書の採択  



資料6－（2）  

第7回バイオテクノロジー応用食品特別部会（TFFBT）の  

主な検討議題  

開催日及び開催場所  

日時   2007年9月24日（月）～9月28日（金）  

場所   千葉（日本）  

○主要議題の検討内容  

議題4 組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン   

原案（ステップ4）   

組換えDNA動物由来食品の安全性評価の実施に関して、既存の組換えDNA植  

物の安全性評価の実施に関するガイドラインを模範とし、組換えDNA魚類由来  

食品等の種特異的な安全性評価ガイドラインとはせず、動物一般に適用し得る  

ガイドラインを策定することで検討が進められているもの。第6回会合では、  

ほぼ総会で採択できるレベルにまで達したものの、「抗生物質耐性マーカー遺伝  

子の利用」に関するセクション（パラグラフ64～67）については、FAO／Ⅶ0専  

門家会合における検討結果を踏まえる必要があったことから、当該セクション  

についてはステップ3に戻して再度各国のコメントを求めることとし、その他  

の部分についてはステップ4に留めることとされていた。   

「抗生物質耐性マーカー遺伝子の利用」に関するセクションについては、本  

年2月に開催されたFAO／WHO合同専門家会合の報告において、「各種のレポータ  

ー遺伝子や選択マーカー遺伝子が幅広く使用されているが、食用を目的とした  

組換えDNA動物への利用における安全性については、十分な情報が得られてい  

ない状況にある」との結論が出され、現段階において、当該セクションの変更・  

修正等を必要とする科学的見解は示されていない。   

よって、「抗生物質耐性マーカー遺伝子の利用」に関するセクションについて  

は、将来、抗生物質耐性マーカー遺伝子によらない安全な代替法が開発された  

際はそれを使用すべき、とした現行案を支持し、本ガイドライン原案をステッ  

プ5／8へ進められるよう適宜対応したい。  

議題5 組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン付   

属文書原案：栄養又は健康に資する組換えDNA植物由来食品の安全性評価  

（ステップ4）   

本議題は、2003年に採択された「組換えDNA植物由来食品の安全性評価の  

実施に関するガイドライン」の付属文書として、『栄養又は健康に資する』組換  

えDNA植物由来食品の安全性評価ガイドライン原案を検討するものである。本   



年5月にカナダ等を座長とする物理的作業部会において取りまとめられた付属  

文書原案について、本会合に先立ち各国に意見を求め（ステップ3）、それらの  

意見を基に審議を行うこととなっている。   

我が国としては、本付属文書が我が国で用いている「遺伝子組換え食品（種  

子植物）の安全性評価基準」に沿ったものとなるよう留意して対応したい。   

また、栄養・特殊用途食品部会（CCNFSDU）で適用されるリスク分析原則  

の策定作業が開始されることに鑑み、本付属文書の内容が、CCNFSDUにおけ  

る栄養学的リスク評価に関する検討内容と重複することなく、栄養又は健康に  

資する組換えDNA植物由来食品に固有の安全性および栄養学的問題を十分に  

包括した内容となるよう対応したい。  

議題6 組換えDNA植物由来食品の安全性評価の実施に関するガイドライン   

付属文書原案：微量に存在する組換えDNA植物の安全性評価（ステップ4）   

前回会合において、輸出国では承認済みであるが、輸入国においては未承認  

である遺伝子組換え植物が微量に混入した場合の安全性評価及びそのような評  

価を容易にするための情報共有システムについて、既存の植物ガイドラインの  

付属文書を作成することが合意された。作業部会において原案の検討が行われ  

た結果、既存の植物ガイドラインから栄養の評価に関する部分は削除し、その  

他の安全性評価に関する事項については可能な限り残した案が会議文書として  

回付されている。この原案においては、どのような場合に「微量に存在」とす  

るか、本付属文書をいつ・どのように使用するかについては、各国が判断する  

こととされている。また、情報共有メカニズムについては、FAOよりポータル・  

サイトを構築して提供する旨、申し出がなされている。   

現在、付属文書については、既存の植物ガイドラインと重複する部分も全て  

収載した案と、異なる部分のみを抜き出した実の二つの案が提示されているが、  

いずれにしても、前回合意されたプロジェクト文書の内容（リスク管理手段に  

ついては本文書では扱わない等）がきちんと反映されること、また、既存の植  

物ガイドラインの内容と齢靡を生じさせないこと等に留意して対応したい。  
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